
モデルケース③
夫婦＋子ども２人（給与収入７００万円）
個人住民税（所得割額）が２９３，５００円だった場合

斜里町

居住地の自治体・税務署居住地の自治体・税務署

寄附

確定申告

税金の軽減

○所得税の限界税率⇒１０１０％％・・・（Ａ）・・・（Ａ）
○住民税の特例控除の上限
（住民税所得割額の１割）＝２９３，５００円×１割≒２９２９，，４４００円００円・・・（Ｄ）・・・（Ｄ）

寄付金控除の対象寄付金控除の対象額（Ｂ）額（Ｂ） ３５３５，０００円，０００円

個人住民税控除個人住民税控除 ３１３１，５００円，５００円

寄付金寄付金 ４０４０，０００円，０００円

所得税控除所得税控除

３，５００３，５００円円

適用下限額
（寄付金控除の対象外）

基本控除基本控除
３３，，５５００円００円

特例控除特例控除
２８２８，，００００円００円

住民税の基本控除額
（Ｂ）×１０％

５，０００円

所得税の所得控除による税額軽減

（Ｂ）×（Ａ）

住民税の特別控除額
９０％－（Ａ）１０％＝８０％（Ｃ）

（Ｂ）×（Ｃ）＜特例控除の上限額（Ｄ）

寄付しない場合

住民税 ２９３，５００円
所得税 １６５，５００円

住民税 ２６２，０００円
所得税 １６２，０００円

△３５，０００円

所得税と個人住民税あわせて３５３５，０００円が控除，０００円が控除

寄付した場合

寄付金控除の対象寄付金控除の対象額（Ｂ）額（Ｂ） ４５４５，０００円，０００円

個人住民税控除個人住民税控除 ３３３３，，９９００円００円

寄付金寄付金 ５０５０，０００円，０００円

所得税控除所得税控除

４４，５００円，５００円

適用下限額
（寄付金控除の対象外）

基本控除基本控除
４４，，５５００円００円

特例控除特例控除
２９２９，，４４００円００円

住民税の基本控除額
（Ｂ）×１０％

５，０００円

所得税の所得控除による税額軽減

（Ｂ）×（Ａ）

４万円（８口） 寄付した場合

５万円（１０口） 寄付した場合

寄付しない場合

住民税 ２９３，５００円
所得税 １６５，５００円

住民税 ２５９，６００円
所得税 １６１，０００円

△３８，４００円

所得税と個人住民税あわせて３８３８，，４４００円が控除００円が控除

寄付した場合

控除されない部分控除されない部分

６，６００６，６００円円

住民税の特別控除額
９０％－（Ａ）１０％＝８０％（Ｃ）

（Ｂ）×（Ｃ）＞特例控除の上限額（Ｄ）

＊子どものうち一人が特定扶養親族に該当するものとしています。
＊個人住民税は、一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
＊個人住民税（年額）は所得割に係るもので、このほか均等割が課税されます。




